
○住宅耐震改修事業について

　昭和５６年５月３１日以前に建てられた、木造・非木造家屋（居宅であること）

　対象住宅の所有者

【例】木造家屋の場合 ※昭和５６年以降に建てられ

現在、耐震設計をされた れた家屋でも診断により耐震

方の設計費用は、平均 性がないと診断された場合は

で33万円です。 改修の補助金が使えます

当町では、南海地震対策のひとつとして住宅の｢耐震診断｣「耐震改修」
「耐震改修工事」の事業を支援しています。

　地震・津波から避難するには、まず皆さまが住んでいるご自宅の耐震化
が必要ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご自宅の耐震大丈夫ですか？

改修までの流れ

ります。　　　　　　

補助金（上限）

1６５万円

木造住宅
個人負担無料

補助金（上限）

33万円

※耐震診断を行うと、お

およその工事費がわか

対　象

申請者



○ブロック塀等の改修事業について

○老朽化住宅除却事業について

※事業費の4/5以内

補助金（上限）

160万円

お問い合わせは、奈半利町役場総務課まで（３８－４０１１）

　地震・津波等から避難する対策として避難路を確保するために、ブロック

塀等の改修事業を実施しています。

　地震時に倒壊の危険のあるブロック塀等の撤去や改修にかかる費用に対

して補助をするものです。対象は、避難路に面しているブロック塀等（無筋・

控壁、レンガ造、石積みを言います。）が対象となります。

　倒壊や火災により周囲の住民に被害を及ぼす恐れのある老朽化住宅（建
築物）の除却を行うものに対し、予算の範囲内において除却工事に要する
経費の一部を補助します。
　
　※当該住宅の取り壊し費用、廃棄物処分費用（家具の搬出、処分にかか
　る費用を含む）

40万7千円
補助金（上限）
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